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重要事項説明書（指定介護老人福祉施設 みとう悠々苑）  令和３年４月１日改定 

 

介護福祉施設サービス提供にあたり、介護保険法に関する厚生省令３９号４条に基づいて、

当事業所が説明すべき事項は次のとおりです。 

 

●事業者の概要 

（１） 事業者（法人）の名称  社会福祉法人 祐寿会 

（２） 主たる事業所の所在地  山口市吉敷佐畑 4丁目８番１号 

（３） 代表者の氏名      理事長 山本 二郎 

（４） 電話番号        ０８３－９３２－０２３２  

（５） ＦＡＸ                ０８３－９３２－０７７８ 

（６） 設立年月              昭和６３年５月７日 

 

●ご利用施設 

（１） 施設の種類       指定介護老人福祉施設 

（２） 都道府県知事指定番号  ３５７７９０００６５ （平成１２年４月１日指定） 

（３） 施設の名称       特別養護老人ホーム みとう悠々苑 

（４） 施設の所在地      美祢市美東町大田５３７８番地１ 

（５） 施設長の氏名      増谷 俊夫 

（６） 利用定員        ５０名 

（７） 電話番号        ０８３９６－２－１１００   

（８） ＦＡＸ         ０８３９６－２－１１０８ 

（９） 開設年月        平成９年４月１日 

 

●ご利用施設であわせて実施する事業 

○地域密着型    特別養護老人ホーム みとう悠々苑 おおだ園 

指定介護     都道府県知事の指定年月日 平成２６年４月１日 

  老人福祉施設   都道府県知事の指定番号  ３５９１３０００８６ 

           利用定員     ２０名 

○短期入所生活介護 特別養護老人ホーム みとう悠々苑（おおだ園）（併設・空床） 

都道府県知事の指定年月日 平成１２年４月１日（平成２６年４月１日） 

           都道府県知事の指定番号  ３５７７９０００６５（３５７１３００４４５） 

           利用定員  １０（２０）名（介護予防短期入所生活介護を含む） 

○介護予防     特別養護老人ホーム みとう悠々苑（おおだ園）（併設・空床） 

短期入所生活介護 都道府県知事の指定年月日 平成１８年４月１日（平成２６年４月１日） 

           都道府県知事の指定番号  ３５７７９０００６５（３５７１３００４４５） 

           利用定員     １０（２０）名（短期入所生活介護を含む） 
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○地域密着型    みとう悠々苑デイサービスセンター 

通所介護     都道府県知事の指定年月日 平成２８年４月１日 

           都道府県知事の指定番号  ３５７７９０００５７ 

           利用定員         １８名 

○居宅介護支援事業 みとう悠々苑居宅介護支援事業所  

都道府県知事の指定年月日 平成１２年４月１日 

           都道府県知事の指定番号  ３５７７９０００４０ 

 

●施設の目的と運営方針 

○施設の目的 

居宅における生活への復帰を念頭において、日常生活上の支援、社会生活上の便宜等

及び健康管理、療養上の世話を行うことにより、能力に応じた自立生活を確保するこ

とを目的とする。 

 

○運営の方針 

・利用者ひとりひとりの人格を尊重し、健全で安らかな生活が送れるよう努める。 

・利用者の心身における残存機能の発見に努め、施設のもつ機能を最大限に活かし、

日常生活が少しでも自立していけるよう努める。 

・一般家庭と変わらない日常生活が送れるよう努める。 

 

●施設の概要 

敷地    １４，０７５．１２㎡ 

建物構造  鉄筋コンクリート造 平屋建て １棟 

述床面積  ２，８８９．２４㎡         

利用定員  ６０名 

（内：短期入所生活介護定員及び介護予防短期入所生活介護１０名） 

 

○居室（短期入所分を含む） 

居室は入所時の空室の状況と利用者の状況、希望等によって決まります。（希望どおり

の居室に入れない場合もあります） 

・１人部屋  室数 １２  面積 １３．３㎡  一人当たりの面積 １３．３㎡ 

・２人部屋  室数  ６  面積 ２２．５㎡  一人当たりの面積 １１．３㎡ 

・４人部屋  室数  ９  面積 ４３．１㎡  一人当たりの面積 １０．８㎡ 

               

○主な設備 

・食堂    大ホール等  ３箇所  面積 １８９．０㎡ 

・一般浴室  一般浴槽   １箇所   

家庭用浴槽  １個所  面積  ２６．０㎡ 
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・機械浴室  特殊浴槽   １箇所  面積  ４７．０㎡ 

リフト式浴槽 １箇所  面積  １２．０㎡ 

・洗面所   各居室    １箇所 

         大ホール   ２箇所 

・便所    西棟     ２箇所  面積  ３１．９㎡ 

  ・便所    東棟     １箇所  面積  ３２．４㎡ 

・機能訓練室 大ホール   １箇所  面積  ８３．０㎡ 

・医務室          １箇所  面積  １４．３㎡ 

・厨房           １箇所  面積 １１１．６㎡ 

 

●職員の体制 

○施設長 １名（常勤・兼務） 

勤務時間・・・月曜日～金曜日（８：３０～１７：３０） 

 

○医師 ２名（非常勤・兼務） 

勤務時間・・・隔週水曜日（１８：００～１９：００） 

 

○生活相談員 ２名（常勤・兼務）  

勤務時間・・・①８：３０～１７：３０（４週８休） 

指定基準・・・入所者１００またはその端数を増すごとに１以上 

 

○介護職員 ２１名（常勤２０名・専従、非常勤１名・専従） 

勤務時間・・・常勤 ①７：００～１６：００ ②９：００～１８：００ 

            ③９：３０～１８：３０ ④１１：００～２０：００ 

     ⑤１７：００～翌朝９：００（４週８休） 

非常勤 ①９：３０～１６：００ 

指定基準・・・介護・看護職員の総数が入所者３人に対して１以上 

 

○看護職員 ６名（常勤４名・兼務、非常勤２名・兼務） 

勤務時間・・・常勤 ①６：３０～１５：３０ ②８：３０～１７：３０ 

③９：３０～１８：３０（４週８休） 

         非常勤 ①６：３０～１２：３０ ②１３：３０～１８：３０ 

指定基準・・・入所者５０人以上１３０人以下で３以上（１以上は常勤） 

 

○機能訓練指導員 １名（常勤・兼務） 

勤務時間・・・看護職員に同じ 

指定基準・・・１以上 
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○栄養士 １名（常勤・兼務） 

勤務時間・・・月曜日～金曜日 ①８：３０～１７：３０ 

指定基準・・・１以上 

 

○調理員 １１名（常勤７名・兼務、非常勤４名・兼務） 

勤務時間・・・常勤 ①５：３０～１４：３０ ②６：００～１５：００ 

③７：１５～１６：１５ ④８：３０～１７：３０ 

⑤１０：３０～１９：３０ 

非常勤 ①６：００～１１：３０ ②８：３０～１５：３０ 

③１０：３０～１７：３０ 

○事務員 ３名（常勤２名・兼務、非常勤１名・兼務） 

勤務時間・・・月曜日～土曜日 常勤 ①８：３０～１７：３０ 

非常勤 ②９：００～１５：３０ 

 

○介護支援専門員 １名（常勤・兼務）  

勤務時間・・・生活相談員に同じ 

指定基準・・・１以上 

 

●施設サービスの概要と利用料 

（１）介護保険給付によるサービス 

○食事 

・栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の状況に配慮した食事を提供します。 

・噛む力や飲み込みの状態に応じて食事の形態を変えることができます。 

・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食べていただくことを原則としています。 

・アレルギーや食べられない物がある方は代替食を用意します。  

（食事時間）  朝食  ７：３０～ 

                昼食 １１：４５～ 

                夕食 １７：１５～ 

○排泄 

・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力等を活用した援助を行います。 

・心身等の状況に応じてトイレ、ポータブルトイレ、各種おむつ等を用意します。 

・おむつ使用者については定期的、または必要に応じて適時交換を行います。 

○入浴 

・入浴、または清拭を週２回行います。 

・心身等の状況に応じて特別浴またはリフト浴か一般浴にて入浴していただけます。 

（入浴時間）特別浴・・・・・・・ ９：３０～  または １４：００～   

       一般浴・リフト浴・・ ９：３０～  または １４：００～   

    ＊上記以外でも必要に応じて、入浴又は清拭できるよう配慮します。 
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○その他自立への支援 

・生活のリズムや心身等の状況を考慮し、着替えを行えるよう援助します。 

・適切な整容が行われ、清潔で快適な生活が送れるよう援助します。 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床や体位変換等に配慮します。  

 

○機能訓練 

・身体機能等に応じて、生活リハビリなど機能訓練を行います。（ただし、医療機関で

受けるリハビリは医療保険適用になりますので、別途自己負担になります。） 

 

○健康管理 

・協力医療機関の医師や看護職員が健康管理に努めます。体調不良のときは協力医療

機関での診察が受けられるように援助します。（ただし、協力医療機関以外へ通院す

る時は家族の方で送迎、付き添いをお願いします。） 

 ＊医師による診察、病院受診は医療保険適用になりますので、別途自己負担になります。 

 

○洗濯 

・必要に応じて衣類の洗濯を行います。出されたものは２～３日以内に戻ります。 

（セーターなど洗濯機での洗濯が適当でない物については、ご家族でお願いします。） 

・持ち物にはすべて名前をご記入ください。名前の無い物について紛失した場合には

責任をとりかねます。 

 

○介護・生活相談 

・利用者やその家族からの介護や生活全般、サービス内容等の相談に応じます。 

 

（２）介護保険給付によるサービス標準負担額（１割負担 １日あたり、単位：円） 

※所得に応じて 2割負担若しくは３割負担になります。 

※旧措置者（平成１２年４月１日以前に入所されている方）の方も下記で算定されます。 

 

要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５ 

従来型個室      ５７３   ６４１   ７１２   ７８０   ８４７ 

従来型多床室     ５７３   ６４１   ７１２   ７８０   ８４７ 
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（３）標準負担額にない加算等 

 施設の体制等によって標準負担額に加算又は減算される項目は以下の通りです。 

 

○日常生活継続支援加算 

新規入所者のうち、要介護度５～４の割合や認知症高齢者の割合が一定数以上で入所し

ている場合で、介護福祉士の職員が一定数以上配置している場合により算定します。 

     日常生活継続支援加算     ３６単位／日 

＊尚、サービス提供体制加算と日常生活継続支援加算は、同時に加算されません。 

 

○看護体制加算 

 ①常勤の正看護師を１名以上配置している場合に算定します。 

     看護体制加算（Ⅰ）       ６単位／日 

 ②看護職員を基準数以上配置しており、協力医療機関との 24時間の連絡体制を確保して

いる場合に算定します。 

     看護体制加算（Ⅱ）      １３単位／日 

 

○夜勤職員配置加算 

 夜勤帯に介護職員・看護職員の数が、最低基準以上配置した場合に算定します。 

     夜勤職員配置加算（Ⅰ）    ２２単位／日 

     夜勤職員配置加算（Ⅲ）    ２８単位／日 

※夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施が 

できる介護職員を配置している場合に算定します。 

 

○準ユニットケア加算 

ユニット型施設に準ずるケア（１２人程度の小グループ単位でのケア、プライバシーに

配慮した居室、ユニット型施設との同等の人員配置等）を行っている従来型施設につい

て算定します。 

     準ユニットケア加算       ５単位／日 

 

〇生活機能向上連携加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

外部のリハビリテーション専門職が、当施設を訪問し、職員と共同でアセスメントを行い、

個別記の訓練計画を作成し、当施設の多職種の者が協働して、計画に基づき、計画的に機

能訓練を実施した場合に算定します。 

     生活機能向上連携加算 （Ⅰ）１００単位／月 （Ⅱ）２００単位／月 

 

○個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

機能訓練指導員である理学療法士等と看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者

が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能

訓練を行っている場合に算定します。 

     個別機能訓練加算     （Ⅰ）１２単位／日 （Ⅱ）２０単位／月 

 

○ＡＤＬ維持加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

 ADL（日常生活動作）の維持または改善の度合いが一定の水準を超えている事業所を評

価し、次年度の介護報酬に上乗せ加算します。 

     ＡＤＬ維持加算     （Ⅰ）３０単位／月 （Ⅱ）６０単位／月 

 

〇若年性認知症入所者受入加算 

若年性認知症を受入れ本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合に

算定します。 

     若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／月 
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○常勤医師配置加算 

常勤・専従の医師を 1名以上配置している場合に算定します。 

     常勤医師配置加算       ２５単位／日 

 

○精神科医療養指導加算 

認知症である入所者が 1/3 以上を占めている施設において、精神科医による定期的な  

療養指導を月 2回以上実施している場合に算定します。 

     精神科医療養指導加算       ５単位／日 

 

○障害者生活支援体制加算 

視覚・聴覚・言語障害のある入所者、知的障害のある入所者が１５人以上利用しており、

かつ、障害者生活支援員を 1名以上配置している場合に算定します。 

     障害者生活支援体制加算（Ⅰ）  ２６単位／日 

     障害者生活支援体制加算（Ⅱ）  ４１単位／日 

※所障害者数が入所者総数の 50％以上かつ専ら障害者支援専門員としての職務

に従事する常勤の職員である者を２名以上配置している場合に算定します。 

 

〇外泊時費用 

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を

認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて算定します。 

     外泊時費用    ２４６単位／日 

 

〇外泊時在宅サービス利用費用 

入所者に対して居宅における外を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される

在宅サービスを利用した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて算定します。 

     外泊時在宅サービス利用費用  ５６０単位／日 

 

○初期加算 

入所日から 30日以内の期間は、算定します。また、１月を越える入院後の再入所の際の

30日間も算定します。 

     福祉施設初期加算        ３０単位／日（３０日以内） 

 

〇再入所時栄養連携加算 

介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必

要となった場合、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、

栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入所した場合に、１回に限り算定

します。 

     再入所時栄養連携加算     ２００単位／回 

 

○退所時等相談援助加算（１）（２）（３）（４） 

①入所者の退所に伴い、ケアマネージャー、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、医

師などが入所者の自宅を訪問し、入所者や家族に退所後の介護サービスなどの利用に関

する相談援助を実施した場合に算定します。 ４６０単位（入所中に原則 1回） 

②退所後 30 日以内に居宅を訪問し、入所者や家族に相談援助を実施した場合に算定しま

す。                   ４６０単位（退所後 1回を限度） 

③入所者や家族に対して退所後の相談援助を実施し、かつ、市町村及び老人介護支援  

センターに対して必要な情報を提供した場合に算定します。  ４００単位（1回） 

④居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った 場合に算

定します。                ５００単位（1回） 
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○栄養マネジメント強化加算 

管理栄養士による栄養ケアマネジメントを実施した場合に算定します。 

     栄養マネジメント強化加算   １１単位／日 

 

○低栄養リスク改善加算 

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画

を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、

嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等を行う場合に算定します。 

     低栄養リスク改善加算     ３００単位／月 

 

○経口移行加算 

経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士等による栄養管理及び看護職員等に

よる支援が行われた場合に算定します。  ２８単位／日 

※栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しません。 

 

○経口維持加算 

①経口で食事が摂取できるものの摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者に対し、医師

または歯科医師の指示に基づき、多職種協働により食事の観察及び会議等を行い、摂

食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し特別な管理を行う場合に算定します。 

     経口維持加算（Ⅰ）   ４００単位／月 

②協力歯科医療機関を定めており、経口維持加算（Ⅰ）において行う食事の観察及び会議

等に医師、歯科医師、歯科衛生士等が加わった場合に算定します。 

     経口維持加算（Ⅱ）   １００単位／月 

 

○口腔衛生管理体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに関する  

指導を月 1回以上実施した場合に算定します。 

     口腔衛生管理体制加算   （Ⅰ）９０単位／月 （Ⅱ）１１０単位／月 

 

○療養食加算 

食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理され、かつ年齢・心身状況等によっ

て適切な栄養量・内容の食事を提供している場合に算定します。 

     療養食加算         ６単位／食 

 

〇配置医師緊急時対応加算 

配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入所者の診療を行った

場合に算定します。６５０単位／回（早朝・夜間） １３００単位／回（深夜の場合） 

 

○看取り介護加算 

医師が終末期にあたると判断した入所者について、医師、看護師、介護職員等が共同して、

ご本人又はご家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合に算定します。  

        看取り介護加算（Ⅰ）    ７２単位／日（死亡日以前 31日以上、45日以下） 

                 １４４単位／日（死亡日以前 4日以上 30日以下） 

                 ６８０単位／日（死亡日以前２日または３日） 

                １２８０単位／日（死亡日） 

        看取り介護加算（Ⅱ）   ７２単位／日（死亡日以前、４～30日） 

                 １４４単位／日（死亡日以前、４～30日） 

                 ７８０単位／日（死亡日の前日・前々日） 

                １５８０単位／日（死亡日） 

      ※実際に施設内で看取った場合に算定します。 
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○在宅復帰支援機能加算 

退所後の在宅生活についてご本人・ご家族等の相談支援を行うとともに、居宅介護支援事

業所や主治医との連携を図るなど、在宅復帰支援を積極的に行い、かつ、一定割合以上の

在宅復帰を実現している施設について算定します。 

     在宅復帰支援機能加算    １０単位／日 

 

○在宅・入所相互利用加算 

在宅生活を継続する観点から、在宅と施設それぞれの介護支援専門員が利用者に関する情

報交換を十分に行いつつ、複数の利用者が在宅期間及び入所期間（３ヶ月を限度。）を定

めて、介護老人福祉施設の同一の個室を計画的に利用する場合に算定します。 

     在宅・入所相互利用加算   ４０単位／日 

 

○認知症専門ケア加算 

①重度の認知症の入所者の割合が 50%以上で、認知症介護実践リーダー修了者を   一

定数以上配置している場合に算定します。 

     認知症専門ケア加算（Ⅰ）   ３単位／日 

②認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ認知症介護指導研修修了者を 1 名   

以上配置しており、介護・看護職員ごと研修計画を作成・実施している場合に 

   算定します。 

     認知症専門ケア加算（Ⅱ）   ４単位／日 

 

○認知症行動・心理症状緊急対応加算 

認知症の行動、心理症状（ＢＰＳＤ）が認められ、在宅生活困難と医師が判断し、緊急

に入所を受け入れた場合に算定します。 

     認知症行動・心理症状緊急対応加算  ２００単位／日（7日が上限） 

 

〇褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

入所者の褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づ

き計画的に管理した場合に算定します。 

     褥瘡マネジメント加算   （Ⅰ） ３単位／月  （Ⅱ）１３単位／月 

                  （Ⅲ）１０単位／月（3月に１回を限度） 

 

〇排せつ支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ） 

排泄に介護を要する入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づ

き支援した場合に算定します。 

     褥瘡マネジメント加算   （Ⅰ）１０単位／月 （Ⅱ） １５単位／月 

                  （Ⅲ）２０単位／月 （Ⅳ）１００単位／月 

 

○自立支援促進加算 

 定期的な医学的評価や自立支援に係る支援計画等の策定し日中の離床などを促し、生き

がい支援につなげていくことを評価する加算 

     自立支援促進加算              ３００単位 

 

○科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

 利用者ごとの ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状

況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すな

ど必要な情報を活用していること。 

     科学的介護推進体制加算     （Ⅰ）４０単位／月 （Ⅱ）５０単位／月  
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○安全対策体制加算 

 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全

対策を実施する体制が整備されていること。 

     安全対策体制加算    入所者１人につき１回を限度として２０単位を算定 

 

○サービス提供体制強化加算 

①常勤換算で介護福祉士の有資格者が全体の 80％以上配置している場合、 

もしくは勤続１０年以上の介護福祉士 35％以上がいる場合に算定します。 

     サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      ２２単位／日 

②介護福祉士が 60％以上配置されている場合に算定します。 

     サービス提供体制強化加算（Ⅱ）      １８単位／日 

③介護福祉士が 50%以上もしくは常勤職員が 70%以上若しくは勤続 7年以上の職員 

が 30％以上配置している場合に算定します。 

     サービス提供体制強化加算（Ⅲ）       ６単位／日 

※①・②・③の、いずれか１つのみの加算となります。 

 

○介護職員処遇改善加算 

事業主が福祉・介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、福祉・介護職

員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備することによ

り、所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）にサービス別加算

率を乗じた単位数で算定します。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数×8.3％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×6.0％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  所定単位数×3.3％ 

 

○介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算に加えて、福祉・介護職員が更なる資質向上やキャリア形成を行

うことができる労働環境を整備し、加えて事業所全体の職員の労働環境を整備します。

所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）にサービス別加算率を

乗じた単位数で算定します。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数×2.7％ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×2.3％ 

 

○介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護職員処遇改善加算に加えて、福祉・介護職員労働環境を整備し、加えて事業所全体の

職員の労働環境を整備します。主にベースアップ等の実施に使われます。所定単位数（基

本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）にサービス別加算率を乗じた単位数で算

定します。 

介護職員等ベースアップ等支援加算  所定単位数×1.6％ 

 

○身体拘束廃止未実施減算 

身体拘束については、現行基準上、原則として行ってはならず、例外的に行う場合にお

いても理由等の記録を行うことが義務付けられています。こうした基準を満たしていな

い場合には算定します。 

要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５ 

身体拘束廃止未実施減算   －５６単位  －６３単位   －７０単位  －７６単位   －８３単位 

※１日当たり 

 

○安全管理体制未実施減算              －５単位／日 

 

 

 

 

追加 
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○栄養管理の基準を満たさない場合の減算      －１４単位／日 

 

（４）介護保険給付外サービスと利用料 

  居住費や食費は、保険給付の対象外となります。所得の低い方には負担限度額を設け、

施設には平均的な費用（＝基準費用額）と負担限度額との差額を保険給付（＝補足給

付）で補われます。 

  

○補足給付の対象となるのは、利用者負担第１段階～第３段階の方です。 

 利用者負担第１段階・・・市町村民税世帯非課税者の老齢福祉年金受給者で預貯金な

どが、単身 1,000万円・夫婦 2,000万円以下の方 

             生活保護受給者 

 利用者負担第２段階・・・市町村民税世帯非課税者であって、 

課税年金収入額と合計所得額の合計が 80 万円以下の方で 

預貯金などが、単身 650万円・夫婦 1,650万円以下の方 

 利用者負担第３段階①・・・市町村民税世帯非課税者であって、 

利用者負担第２段階以外の方で、預貯金などが、単身 550

万円・夫婦 1,550万円以下の方 

利用者負担第３段階②・・・市町村民税世帯非課税者であって、 

利用者負担第２段階以外の方で、預貯金などが、単身 500

万円・夫婦 1,500万円以下の方 

  利用者負担第４段階・・・上記以外の方 

 

  （基準費用額負担） 

 ○居住費の範囲と負担限度額 

   従来型多床室（４人部屋・２人部屋）・・・室料 ＋ 光熱水費相当 

   従来型個室 ・・・・・・・・・・・・・・室料 ＋ 光熱水費相当 

 

  1日当り     第１段階    第２段階    第３段階    基準費用額 

 従来型多床室      ０円    ３７０円    ３７０円     ８５５円 

 従来型個室     ３２０円    ４２０円    ８２０円    １１７１円 

 

＊従来型個室に平成１７年１０月１日以前に入所されている方などについては、従来

型多床室と同じ負担となります。 

 

○食費の範囲と負担限度額 

   食費のうち、利用者負担となるのは、「食材料費」＋「調理費」で、「栄養管理費用」

は介護保険から給付されます。 
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  1日当り   第１段階  第２段階  第３段階①  第３段階②   基準費用額 

  全室共通  ３００円  ３９０円   ６５０円  １，３６０円   １，４４５円 

 

○その他の所得の低い方に関する施策 

 ・高額介護サービス費 

   標準負担額（居住費、食費は除く）が一定の上限額を超えた場合には、超えた分

が申請により払い戻される制度です。上限額は以下の通りです。 

 

区分 限度額 

生活保護を受給している方 15,000円（世帯） 

 

世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年

金収入額の合計が 80万円以下の方 

15,000円（個人） 

24,600円（世帯） 

世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年

金収入額の合計が 80万円を超える方がいる世帯 

24,600円（世帯） 

市民税課税世帯の方で、課税所得が 380万円（年収約 770万

円）未満の方がいる世帯 

44,400円（世帯） 

 

市民税課税世帯の方で、課税所得が 380万円以上 690万円（年

収約 1,160万円）未満の方がいる世帯 

93,000円（世帯） 

市民税課税世帯の方で、課税所得が 690 万円以上の方がいる

世帯 

140,100円（世帯） 

 

・社会福祉法人による利用者負担軽減制度 

    法人が利用者負担を軽減した場合、国や地方自治体がその費用の一部を公費で補

う制度です。市町村に申請をして認定されます。 

    減額割合は１／４（利用者負担第１段階の方は１／２）です。 

  

・高齢夫婦世帯等の居住費・食費の軽減 

   利用者負担第４段階の場合でも、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室に入所された

場合に、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、居住

費・食費を引き下げます。 

 

・旧措置入所者の負担軽減 

   介護保険法の施行（平成１２年４月）前の措置制度のときから継続的に特別養護

老人ホームに入所されている方については、措置制度のときの負担水準を超える

ことがないよう負担軽減措置を講じます。 

 

 ・利用料を支払った場合に、生活保護の適用となる方の負担軽減 
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   本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それにより

低い利用者負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、低い利用者

負担段階に該当するものとし、負担軽減を行います。
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（５）その他実費負担利用料 

○散髪 

それぞれの出張によるサービスをご利用いただくことが出来ます。 

・ロンタッチ美容室（大田）  毎月１回     ・・・利用料 ２，５００円 

・アイランド         毎月１回      ・・・利用料 １，９００円 

 

○特別な食事 

ご希望に応じて特別食を用意します。（対応できる範囲がありますのでご相談下さい） 

   例）刺身、麺類、デザート（市販）等    ・・・利用料  実費 

 

○行事・レクリエーション・クラブ活動等 

初詣（１月） 花見（４月） 夏祭り（８月） 敬老会（９月） 

クリスマス（１２月）習字クラブ（毎月） ホーム内喫茶（毎月）  

 

ご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことが出来ます。利用者

に負担していただくことが適当なものにかかる費用を負担していただきます。 

自己負担が予想されるものとして、ホーム内喫茶・買い物・外食・外出などがありま

す。                    ・・・利用料  実費 

 

○日常生活上必要となる諸費用 

購入についてはご家族にてお願いします。ただし、都合により当施設が購入を代行す

ることも可能です。衣類、洗面道具（私物）などの購入代金等利用者の日常生活に要

する費用で利用者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担していた

だきます。（おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありませ

ん）                    ・・・利用料  購入物品代（実費） 

 

○医療費 

医療につきましては、配置医師による往診や入通院により対応し、医療保険適用によ

り自己負担していただきます。 

・内科医往診（山口よしき病院）    月 2回（水曜日） 

・歯科医往診（みとう歯科）      随時 

 

上記の往診日以外でも体調不良の時は協力医療機関で診察が受けられるように援助します。

（ただし、協力医療機関以外へ通院する時（薬の処方も含む）は家族の方で送迎、   

付き添いをお願いします。）          ・・・利用料  医療保険適用 
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協力医療機関 

・医療機関名称 山口よしき病院 

院長名    山本 二郎 

所在地    山口市吉敷佐畑４丁目９番１号 

電話番号   ０８３－９２２－２３５０ 

診療科    精神科 心療内科 内科 

入院設備   有り 

 

・医療機関名称 みとう歯科医院 

院長名    木林 弓人 

所在地    美祢市美東町綾木２６４９番地１ 

電話番号   ０８３９６－２－５６５６ 

診療科    歯科 

入院設備   無し 

 

＊ただし、上記の医療機関での優先的な診察、入院治療を保証するものではありません。

また、上記医療機関での診察、入院治療を義務付けるものでもありません。 

 

○入院時の取扱について 

・医療機関へ入院になった場合は、入院の手続き、身の回りのお世話（洗濯物・紙お

むつ等の補充など）や医療機関との連絡等についてはご家族でお願いすることにな

ります。（入院中はおむつ代等すべて自己負担になります） 

・入院中は施設への利用料の支払いはありませんが入院翌日より最長で１２日間は、

介護保険の制度上、以下のとおり自己負担が生じます。 

＊入院した翌日より最初の６日間・・・１日あたり２４６円（福祉施設外泊時費用） 

                ・・・利用居室の居住費 

 （ただし、最初の６日間が月をまたがる場合は翌月の１日から再び６日間換算され最

長で１２日間になります） 

・入院期間が３ヶ月を超えた場合又見込まれる場合は当施設との契約は解除されます。 

 

 ○通院時の取扱について 

  ・医療機関への定期的な通院に関しては、緊急時を除き可能な限りご家族の方で付き

添いをお願いいたします。また、移動等が困難な場合は送迎をいたしますのでご相

談下さい。 
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（６）利用料金のお支払方法 

・前記（２）介護保険給付によるサービス標準負担額と（３）標準負担額にない加算

又は減算、（４）介護保険給付外サービスの内の居住費・食費、（５）その他実費負

担利用料のホーム内喫茶代は、当月末に清算し翌月中旬に請求いたします。同月下

旬にご登録の通帳より引き落とさせていただきますので、支払い等に支障をきたさ

ないよう余裕をもったご入金をお願いいたします。 

・日常生活上必要となる諸費用等の支払いのため、利用者本人名義の通帳とその印鑑

を施設にてお預かります。日常生活上必要となる諸費用や医療費等につきましては

随時お預かりしている利用者本人名義の通帳より引き落とし支払いをします。 

＊お預かりする通帳（預り金）の残高等につきましては、定期的に収支報告書をご

家族へ送付もしくは利用者本人にお渡しします。 

 

●入所時の手続き等について 

入所にあたって、利用者本人の身体状況や生活状況その他必要な情報をお聞きします

のでご協力お願いします。また、以下のような書類の提出、手続き等をしていただく

よう宜しくお願いします。 

①入所申込書、身元引受書の提出 

②契約内容の確認（重要事項・契約書・必要書類等の説明） 

③入所前面接（身体状況、生活状況等の確認、その他必要事項の確認、聞き取り等） 

④契約の締結（契約書・各種保険者証・情報提供書・印鑑等） 

 

○身元引受人について 

利用者の入所に際して、身元引受人をお願いします。身元引受人の主な責任として以

下のような事項があります。 

・利用者の生活状況の確認、生活支援、その他施設との連絡調整等を行う。 

・利用料等の円滑な支払いを行うこと。 

・利用者が、医療機関等に入院する場合、必要な手続きを行い、入院中の身のまわり

の世話を行う。 

・契約終了の場合、利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努める。 

・利用者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引き受け、葬祭、その他必要な措置を

とること。  

 

●施設サービス計画（ケアプラン） 

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については入所後作成する

「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。施設サービス計画（ケアプラン）の

作成及びその変更は次の通り行います。 

①当施設の介護支援専門員に、施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等

の業務を担当させます。 
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②その担当者は施設サービス計画の原案について、利用者又はその家族に対して説明し、

確認をしていただき同意を得ます。 

③施設サービス計画は６ヶ月に１回、もしくは利用者及びその家族の要請に応じて変更

の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には施設サービス計画を変更

します。 

④施設サービス計画が変更された場合には、利用者又はその家族に対して説明し確認を

していただき同意を得ます。（ ③ → ④ の繰り返し ） 

＊施設サービス計画の原案を作成する際、利用者又はその家族にご意見等をお伺いするこ

とがありますのでご協力お願いします。 

 

●サービス提供における事業者の義務 

・利用者の生命、身体の安全・確保に配慮します。 

・提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、利用者または代

理人の請求に応じて閲覧させ複写物を交付します。 

・利用者が受けている要介護認定の更新のために必要な援助・手続きを行います。 

・事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た

利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。 

・利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為は行いません。ただし、利用者ま

たは他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には適正な手

続きにより身体を拘束する場合があります。 

〈身体拘束にあたる行為の例〉 

①車椅子やベッドに四肢を縛る 

②車椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないようＹ字抑制帯や腰ベルトをつける 

③脱衣、おむつはずしのある人に介護衣（つなぎ）を着せる 

④自分で降りられないように又はベッドから転落しないようにベッドを柵で囲む 

⑤必要以上に精神作用を減退させる向精神薬を使用する 

⑥鍵のかかる部屋に閉じ込める 等 

 

●当施設をご利用の際にご留意いただく事項 

当施設ご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、 

安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

○来訪・面会 

・面会時間  ７：００～２１：００ 

  上記の時間以外及び土曜日・日曜日・祝日は施錠しておりますが、ご親族の方に

つきましては、面会はいつでも対応させていただきますので、お申し付け下さい。 

・面会の際には受付窓口に面会カードがありますので、ご記入をお願いします。 

・食べ物（特に生もの）の持ち込みについては、なるべくその日の内に食べきれる量

でお願いします。冷蔵庫等が必要な場合は職員にお尋ねください。 
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○外出・外泊 

・外出・外泊については、ご家族の方が一緒であれば自由です。ただし、行き先と帰

苑日時を必ずお知らせください。（外出・外泊届がありますので必ず記入してくださ

い） 

・外泊期間中の利用料は以下のようになります。 

   初日と最終日を除いた最長６日間・・・１日あたり２４６単位＋利用居室の居住費 

   例）３泊４日の場合 → ２日目と３日目が２４６単位＋利用居室の居住費 

１日目と４日目は通常どおりの利用料 

・利用者お一人での外出・外泊は禁止とさせていただきます。 

 

○喫煙・飲酒 

・喫煙は決められた場所以外ではお断りします。また、火気の自己管理が不十分であ

ると判断される方や医師により喫煙を制限されている方は、施設側にて管理または

喫煙を禁止させていただきます。 

・飲酒は基本的には自由です。ただし、他の利用者の方の迷惑になるような場合には

禁止させていただきます。 

 

○迷惑行為等 

・他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。また、無断で他の利用者の居室に

立ち入らないようにしてください。 

 

○禁止物品 

 ・管理上、事故を誘発させる危険性が高い物品を制限させていただきます。 

   刃物類  （ハサミ、剃刀、果物ナイフ等） 

   針類   （縫い針、マチ針、安全ピン等） 

   ピン類  （押しピン等） 

紐類   （ビニール紐、腰紐、帯、ベルト等） 

   火気類  （マッチ、ライター等） 

 ＊以上の物品については、可能な限り安全な物品に代替を行います。代替が不可能な

ものに関しては、職員管理とし、ご利用者様の利便を可能な限り損なわないよう対

応します。その他の事情がある方はご相談ください。 

 

○施設・設備等の使用上の注意 

・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご

利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

・利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる

場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとしま

す。その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 
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○宗教活動・政治活動 

・施設内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は禁止させていただきます。 

 

○所持金・現金管理 

・貴重品等の持込についてはご相談ください。また、貴重品、大金の所持について自

己管理される場合の紛失等には責任をとりかねます。 

 

○名前の明記 

・持参される衣類、その他生活用品等すべてのものに名前を記入して下さい。 

 

●施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

以下のような事由がない限り継続してサービスを利用していただくことができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、退所し

ていただくことになります。 

①要介護認定により心身の状況が自立又は要支援と認定された場合（ただし平成１２年

４月１日以前から入所している場合は平成１７年３月３１日まで適用されません） 

②事業者が解散、破産した場合又はやむをえない事由により施設を閉鎖した場合 

③施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービス提供が不可能になった場合 

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤利用者から退所の申し出があった場合 

⑥事業者から退所の申し出を行った場合（以下参照） 

・契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は

不実の告知を行い、その結果重大な事情を生じさせた場合 

・利用者によるサービス利用料の支払いが６ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた勧告

にもかかわらずこれが支払われない場合 

・利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者

の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

・利用者が連続して３ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは

入院した場合 

・利用者が他の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設に入所した場合もしくは指

定介護療養型医療施設に入院した場合 

 

●個人情報に関する基本方針 

   社会福祉法人祐寿会 特別養護老人ホームみとう悠々苑（以下、「苑」という）は、

利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責

務と考えます。 

   苑が、保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いに努力するとと
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もに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情

報に関する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の

保護を図ることをここに宣言します。 

 

（個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託） 

  ・個人情報の取得にあたり利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利

用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。 

  ・個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

  ・苑が委託する医療・介護関係事業所は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と厚

生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定しか

つ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。 

 

（個人情報の安全確保の措置） 

  ・苑は、個人情報保護の取り組みを全職員等に周知徹底させるため、個人情報に関す

る規定類を整備し必要な教育を継続的に行います。 

  ・個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、または棄損の予防及び是正の

ため、苑内において規則類を整備し、安全対策に努めます。 

 

（個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応） 

  ・苑は、本人が個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供

の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合

には、個人情報相談窓口までお問い合わせ下さい。 

 

（苦情の対応） 

  ・苑は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。 

 

●秘密保持（個人情報提供に関する同意） 

利用者やその家族の個人情報については事業者として厳正に保護しなければなりませ

ん。ただし、より良いサービス提供を行うためにはサービス担当者会議等において必

要な情報提供を行うことも不可欠なため予め利用者本人や家族から文書による同意を

得ることとします。 

また、個人情報の使用目的及び使用に当たっての条件は以下に示すとおりです。 

（使用期間） 

  ・介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

（使用目的） 

・介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

・利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるた

めに実施するサービス担当者会議での情報提供のため 
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・医療機関、福祉事業所、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、

その他社会福祉団体等との連絡調整のため 

・利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必

要がある場合 

・利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

・行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

・その他サービス提供で必要な場合 

・上記に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 

（使用に当たっての条件） 

・個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しま

せん。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後に

おいても、第三者に漏らしません。 

・個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば

開示します。 

 

●非常災害時の対策 

災害時の対応 

・別途定める「特別養護老人ホームみとう悠々苑防災計画」に則って対応を行います。 

平常時の訓練 

・年３回、夜間及び昼間を想定した避難訓練を実施します。 

防災設備 

・スプリンクラー設備   有り    ・誘導灯       有り  

・自動火災報知設備    有り    ・屋内消火栓     有り 

・防火扉         有り    ・非常通報装置    有り 

・排煙設備        有り    ・非常用電源     有り 

消防計画等  

・消防署への届け出日   平成１２年４月１８日 

・防火管理者       増谷 俊夫 

 

●事故発生時の対応 

サービス提供中に事故が起きた場合はすみやかにご家族へ連絡するとともに医療機関

への対応等必要な措置を講じます。 

当施設の過失による事故発生にともなう損害賠償については以下のとおりです。 

・保険会社：株式会社損害保険ジャパン 

入院の場合 １日 ７５０円   

通院の場合 １日 ５００円 
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●苦情解決・相談申立窓口 

当施設のサービスについて、ご不明な点や疑問、苦情がございましたら、当施設の相

談窓口までお気軽にご相談ください。苦情解決責任者への報告を行い、責任を持って

調査、対応策の協議等をおこない改善・解決をさせていただきます。 

・施設相談窓口  生活相談員  中山 高志   電話 ０８３９６－２－１１００ 

・解決責任者   施設長    増谷 俊夫   電話 ０８３９６－２－１１００ 

・第三者委員          櫛崎 和美   電話 ０８３９６－２－００８６ 

・行政機関    山口県国民健康保険団体連合会                  

住所 〒７５３－８５２０ 山口市朝田１９８０番地７（国保会館） 

電話 ０８３－９９５－１０１０ 

美祢市役所市民福祉部高齢福祉課介護保険係 

住所 〒７５９－２２９２ 美祢市大嶺町東分３２６番地１ 

電話 ０８３７－５２－５２２９ 

                                    

●第三者評価について 

 現在、当苑では福祉サービス第三者評価の実施はしておりません。 

 

 

以上の重要事項につき説明を受け、その内容を確認しました。 

 

令和   年   月   日  

 

（利用者）   氏名                 印 

 

（身元引受人） 氏名                 印 


